
 無料低額診療事業とは・・・ 
生計困難な方が経済的な理由で必要な医療を受ける機 

会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で 

診療を行う事業として、社会福祉法に位置づけられていま 

す。この事業は、生活改善までの一時的な措置です。 

(2018年 10 月1 日開始)  

利用の方法 

 

 

 
受付で            担当職員または       必要書類等を 

お申し出ください      ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰが       提出していただき 

（電話でも可能）      お体や生活状況に     適用か否か審査します 

                ついてお伺いします。 

お問い合わせは・・・ 

 

利根保健生活協同組合 

生協みなかみ歯科 
〒379-1305 群馬県利根郡みなかみ町後閑587-3 

電話  0278-25-3399 

 

 
    利根保健生協は、無差別・平等の医療と福祉の実現を目指します            

 

 

 

受付 相談 適用 


